
野田まちづくり協議会 

 

将来像（まちづくりのビジョン） 

「みんなで支えあい、住んでみれば 

離れたくないまち」(案) 

Yesな Noda 

 

地区の概要 

【人口】 2,403人（令和 5年 3月末） 

【世帯数】1,156世帯（令和 5年 3月末）  

【単位自治会数】７自治会(804世帯) 

 

 

 

紹介文 

 野田地区は、桑名市西部の丘陵地帯に位置する大山田団地の最西部に位置し、標高が高い

ので海や河川に絡む災害リスクは低い。 

当地区の土地開発は昭和 50年代にはじまり、住宅都市整備公団（現 UR）と民間のデベロッパ

ーにより主に第 1 種住居専用地域の開発が進んだ。名古屋のベッドタウンとして庭付き一戸

建ての人気が出て、当時働き盛りの 30代から 40代が移り住んだ。それから 30年以上経過し

た現在は、その子供たちも自立し親元を離れて住むことが多く、高齢の親がそのまま居住す

るので高齢者比率 35.9%(令和 5年 3月末)と高い。 

桑名市が管理する公共施設は大山田西小学校と大山田第 2公園、野田公園が地域内にあるが、

まちづくり拠点施設・集会所はない。神社・お寺も存在しない。 

公園と遊歩道が整備されており、緑が多い地区である。 

医療機関は、内科、整形外科、歯科、動物病院が地区内にある。 

高齢者施設は入所型が 2か所、通所型が 2か所存在する。 

コンビニは地区の南東の角に 1軒あるが、歩いて行けるスーパーマーケットは地区内にはない。 

公共交通機関としては、三重交通の路線バスと桑名市が運営するコミュニティバスのみであ

り、買い物や通院には自家用車を利用する人が多い。 

 

問合せ先 

野田まちづくり協議会事務局 

所在地 桑名市野田２丁目８（桑名市立大山田西小学校１階 PTA室） 

TEL   050-3707-1342 

Mail    nodamachik@gmail.com 

HP   なし 

Facebook         https://www.facebook.com/nodamachikyo/   

https://www.facebook.com/nodamachikyo/


年間スケジュール（主な事業） 

4月 

・まちづくり計画策定ワークショップ 

5月 

・一斉清掃日黄色いタスキ掲示訓練 

・定期総会 

6月 

・ニュースポーツ開催 

7月 

・流しそうめん 

8月 

・健康講座第二弾(健康講座、骨の健康度チェック、健康測定会) 

9月 

・救急医療情報キット無料配布 

・野田にお住いののみなさんと津田学園の生徒との交流会 

・血管年齢測定と健康相談会 

・認知症サポーター養成講座 

10月 

・大山田西小ふれあいフェスタ 防災ブース出展、焼き芋販売 

11月 

・のだまちっく・フェス 2023 

・ノルディック ウォーキング講座(主催ガーデン大山田、共催大山田まち協・野田まち協) 

・野田地区自主防災訓練(安否確認、物資運搬訓練、防災資機材取扱訓練他)  

2月 

・健康講座第三弾 

繰り返し開催 

毎週月曜日 通いの場「野田いきいきの会」桑名すこやか体操・桑名いきいき体操・健康太極拳 

毎月第 3木曜日 通いの場「笑和の会」 

毎月第 4木曜日 オレンジカフェ 10/26 OPEN 場所：喫茶店「どんぐり」 

関係組織 

野田地区見守り隊 青パト月 1～2回、各隊員好きな時にながらパトロール 

手伝い隊＠野田 チョットした困りごとを「手伝い隊＠野田」がお手伝い 

発行物 

・さくっと防災 隔月(4, 6, 8, 10, 12, 2月)  

・野田まち協ニュース第 18号(5月)～21号(9月) 

・野田まちづくり協議会 サークルスクエア ・・・・電子回覧板として試行中 

 

←サクッと防災を閲覧したい人は、
このQRコードを読み取ってね！ 

 

←サークルスクエアへ
の登録はこちらから 



事例紹介  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

9/23野田にお住いののみなさんと津田学園の生徒との交流会 

津田学園の生徒さんたちが企画した交流会が開催されました。 

野田地区住民が１１１名参加となり大盛況でした。初めての交流会としては成功でした。 

11/5のだまちっく・フェス２０２３ 

（年間スケジュール（主な事業）の中で、メイン事業や力を入れているものについて、100文

字以内で記入してください。また、外部へ公表可能な jpegの写真を１枚送付してください。

過去に広報等に掲載した事例でもかまいません。イメージは(別紙 3-2)広報 9月号記事参照。） 

 


